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開会 １５時００分 

 

（ 議 事 の 経 過 ） 

◎開会宣言 

 

○𠮷田教育長 ただいまから、令和５年第１回教育委員会会議を開会いたします。議事日程につきま

しては、お手元に配付のとおりであります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 

○𠮷田教育長 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署名委員として、髙山委員

を指名いたします。 

○𠮷田教育長 日程第２に入ります前に、本日は、報告第１号、議案第１号及び議案第２号が教育委員

会会議規則第１６条第１号に該当いたしますことから、非公開とさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 異議なしと認め、報告第１号、議案第１号及び議案第２号につきましては、非公開とい

たします。 

 

 

◎日程第２ 会議録の署名について 

 

○𠮷田教育長 日程第２、会議録の署名についてでありますが、令和４年第１０回、１１回、１３回の

会議録につきまして、署名委員であります成田委員、髙山委員、宮北委員に本会議終了後、署名を頂

きたいと思います。 

 

 

◎日程第３ 教育長報告について 

 

○𠮷田教育長 日程第３、教育長報告に入らせていただきます。 

○𠮷田教育長 今回は、教育長報告として３点、一般行政報告として吉田教育部長から２件、後藤教

育部理事から１件報告させていただきます。 

まず始めに、寄附についてでありますが、スポーツ振興への寄与を目的として、令和４年８月  

３０日（火）に、日本ハム株式会社（代表取締役社長 畑佳秀）様から５０万円の寄附をいただい
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たところであります。また、令和５年１月５日(木)に、小山内悦子様から、北広島市の生涯学習文

化振興のために活用してほしいとの申し出があり、１０万円の寄附をいただいたところでありま

す。 

寄附金につきましては、令和５年第１回定例会に、スポーツ及び生涯学習・芸術文化の振興を図

るため、生涯学習振興基金への補正予算案を提案する予定としており、議決後、有効に活用したい

と考えております。 

社会貢献についてでありますが、三共舗道株式会社（代表取締役社長 皆川俊哉）様外２社から、

教育環境の充実のための社会貢献の申出があり、別紙のとおり、北の台小学校のグラウンド整備等

の環境整備を実施していただいたところであり、各社にはそれぞれ感謝状を贈呈させていただいた

ところであります。 

次に、株式会社レバンガ北海道との連携協定締結についてでありますが、相互に連携・協力をす

ることで、市民の健康増進や子どもの健やかな成長等に資する取組みを行い、それらを市内外に広

く情報発信することを通して「魅力あるまちづくり」を行っていくことを目的に、令和４年１２月

２１日（水）に締結式を行い、連携協定を締結したところであります。 

女子バレーボールチームのアルテミス北海道とのサブホームタウンパートナー協定及び株式会社

レバンガ北海道との連携協定を機に、今後、スポーツによるまちづくりの推進を一層図ってまいり

たいと考えているところであります。 

次に、令和５年はたちのつどい（旧成人式）についてでありますが、令和５年１月８日（日）に、

平成１４年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方を対象として、北広島市芸術文化ホ

ールにおいて挙行し、４０９名の出席があったところであります。 

当日はマスクの着用や２部制での開催など、様々な感染症対策を講じた上で挙行したところであ

り、ステージでは、北ひろしま福祉会の「勇太鼓」によるオープニング演奏の後、上野市長の式辞や

代表によるはたちの誓い、来賓挨拶が行われたところであります。 

また、式典後のアトラクションでは、札幌日本大学高等学校吹奏楽部による演奏や、日本ハムフ

ァイターズ選手及び当時の担任教諭からのビデオメッセージが上映されたほか、ホールギャラリー

の記念撮影コーナーなどで旧交を深めるなど、マスク越しに多くの新成人の笑顔が見られたところ

であります。 

私からの報告は以上であります。 

○吉田教育部長 続いて、一般行政報告に入らせていただきます。 

まず始めに、親子スポーツ教室についてでありますが、子どもの発達段階に応じた運動あそびを

行うことで、基礎的な動きの習得や運動に対する前向きな気持ちを醸成するとともに、親子で参加

することにより親の運動不足解消と家庭内での継続的な運動へのきっかけづくりを目的に、１月７

日（土）、１月１４日（土）、１月２１日（土）の３日間で北広島市総合体育館において、北海道日

本ハムファイターズとの連携事業として実施したところであります。 

当日は、３歳から５歳の子どもとその保護者を対象として、スポーツの楽しさや魅力を体感する
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ことのできる、鬼ごっこや簡単なボール遊び等が行われ、３日間で延べ１２６名の参加があったと

ころであります。 

次に、ブックキャラバンについてでありますが、９月２９日(木)に双葉小学校、１０月２８日

(金)に大曲小学校、１１月１７日(木)に大曲東小学校で実施したところであります。 

今年度につきましても昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対策として、読み聞かせのコ

ーナーは設置せず、ひとり最大３冊までの貸出しを行ったところであります。子どもたちは、図書

館から持ち込まれた１千冊を超える多くの本から、読みたい本を選んでいたところであり、貸出冊

数は全体で３千冊を超え、学校図書館の貸出冊数増加の一助となったものと考えているところであ

ります。 

私からは以上であります。 

○後藤教育部理事 幼保小の連携に関する研修会についてでありますが、１２月２３日（金）に芸術

文化ホールにおきまして、北広島市教育研究会との共催により、開催したところであります。 

当日は、北海道教育庁幼児教育推進センターの横地康恵氏を講師としてお招きし、０歳から１８

歳までの学びの連続性を意識した幼児教育と小学校教育の架け橋期における教育の質の向上が求め

られる背景と具体的な実践事例について、演習を行いながらご講演をいただき、市内の幼稚園、保

育園、認定こども園、小中学校から４９名の参加があったところであります。 

この研修を通して、幼児教育施設の職員と小中学校職員との交流の機会になるとともに、幼児教

育で身に付けたことをいかしながら小学校の教科等の学びにつなぎ、子どもたちの資質・能力を伸

ばしていく架け橋期の教育の質の向上につながったものと考えているところであります。 

私からは以上であります。 

○𠮷田教育長 以上、教育長報告として３点、一般行政報告として３点、報告させていただきました。

皆さんからご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、教育長報告につきましては、承認とさせていただきます。 

 

 

◎日程第４ 報告第１号 教育長の臨時代理に係る報告について【非公開】 

  

 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 
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◎議案第１号 北広島市奨学生選考委員会委員の委嘱について【非公開】 

 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

◎議案第２号 北広島市青少年健全育成推進委員会委員の委嘱について【非公開】 

 

【非公開案件の審議等の結果】 

    原案どおり可決した。（質疑等省略） 

 

 

○議案第３号 令和５年度教育行政執行方針について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第３号、令和５年度教育行政執行方針につきまして、事務局から説明

をお願いいたします。 

○下野教育総務課長 議案第３号、令和５年度教育行政執行方針についてでありますが、別冊１のと

おり、市議会第１回定例会に令和５年度の主な施策の内容を教育行政執行方針として報告するため、

北広島市教育委員会事務委任等規則第２条の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるものであり

ます。 

それでは、教育行政執行方針を読み上げます。 

令和５年第１回定例会の開会にあたり、令和５年度教育行政執行方針を申し上げます。 

今日、少子高齢化、デジタル・トランスフォーメーション、グリーン・トランスフォーメーショ

ン、ウィズコロナ、アフター・コロナ、国際環境の変化の中にあり、先行きが不透明で、予測困難

な社会となっているところであります。 

こうした中、教育には、子ども達の可能性を最大限に引き出し、環境や人権、ジェンダーなど世

界で起きている現代社会の課題を自らの問題として捉え、他者とともに持続可能な社会を創造して

いく「生きる力」を育むとともに、市民一人ひとりが豊かな人生を送ることができるよう、多様な

個性を伸ばす「人づくり」が求められているところであります。 

このことから、「北広島市教育振興基本計画」においては、ウィリアム．Ｓ．クラーク博士、和

田郁次郎翁、中山久蔵翁の精神や行動に学び、市民一人ひとりが、現在と未来に向け、自己の夢や

目標を持ち、互いの個性を尊重しながら支え合い、未来を切り拓いていく力を育み、北広島はもと

より、国内外で活躍する人を育むことを目標としているところであります。 

 目標の実現に向けた教育施策の推進に当たりましては、「大志をいだき未来を切り拓くまち・きた 

ひろしま」をテーマとして、本市の特性を生かし、学校教育と社会教育が互いに乗り入れ、結び合う
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推進体制により、９つの政策と２６の施策を展開してまいります。 

続きまして、教育行政の執行にあたり、教育振興基本計画の各分野における主要な施策について

申し上げます。 

  はじめに、「生きる力」を育む学校教育の推進についてであります。 

 義務教育９年間の学びを支える教育活動の展開につきましては、自己有用感を育みながら、中学 

校卒業時に相応しい、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和のとれた「生きる力」を育成するた

め、小中一貫教育を推進し、各中学校区の取組をさらに充実させてまいります。 

豊かな心を育む教育の充実につきましては、市独自の福祉読本も活用しながら、「考え、議論する

道徳」の授業等を展開してまいります。 

確かな学力を育てる教育の充実につきましては、今日、児童生徒に求められる資質・能力を育む

ため、個別最適な学びと協働的な学びの充実を図るとともに、主体的・対話的で深い学びの視点に

よる授業改善や個に応じたきめ細やかな指導を行ってまいります。 

 健やかな体を育てる教育の充実につきましては、健康・安全で活力ある生活を営むために必要な 

資質・能力を育むため、各学校の体力向上プランを改善するとともに、スポーツアカデミー事業等

と連携した取組を推進してまいります。 

 学校給食につきましては、衛生管理を徹底し、栄養バランスのとれた安全で安心な給食を安定的

に提供するとともに、赤毛米など北広島産の食材や有機野菜などを活用し、地産地消や郷土学習の

推進に取り組んでまいります。 

また、生涯にわたり健康的な食生活が実践できるよう、学校における食の指導の充実を図ってま

いります。 

 防災食育センターにつきましては、災害時における炊き出し等の応急給食機能と、平常時におけ

る防災や食育学習機能、学校給食機能をもつ複合施設として、令和６年度の供用開始に向け、建設

工事を進めてまいります。 

 特別支援教育の充実につきましては、引き続き特別支援教育支援員及び特別支援学級介助員を全

校に配置し、特別な配慮を必要とする児童生徒の学習や学校生活の支援に努めてまいります。 

また、家庭、学校、教育委員会、教育支援委員会等が連携し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた

きめ細やかな対応を行ってまいります。 

社会の変化や課題に対応した教育の推進につきましては、社会的自立に向けて必要な資質・能力

を育むため、今年度、小学１年生から取り組めるよう改訂した市独自のキャリアパスポート「きた

ひろ夢ノート」を活用しながら、義務教育９年間をつなぐキャリア教育を推進してまいります。 

 姉妹都市子ども大使交流につきましては、ふるさと意識の醸成を図るため、姉妹都市東広島市の

小・中学生との相互派遣交流及び給食交流に取り組んでまいります。 

外国語教育の充実につきましては、国際化社会で活躍する人材の育成に資するよう、外国語指導

助手の活用や対話を重視した授業の充実を図るとともに、児童生徒の学習意欲の向上等を図るため、

英語検定等の費用の一部を助成してまいります。 
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次に、信頼され、魅力ある学校づくりの推進についてであります。 

 地域とともにある学校づくりの推進につきましては、新たに、東部中学校区、西の里中学校区及

び広葉中学校区に学校運営協議会を設置し、全中学校区においてコミュニティ・スクールの取組を

推進してまいります。 

また、土曜授業や学校関係者評価など開かれた学校づくりを推進してまいります。 

 教育環境の整備につきましては、教職員が本来担うべき業務に専念できる体制を確保するため、

北広島市立学校における働き方改革推進計画に基づき、学校における働き方改革を推進してまいり

ます。 

 また、学校部活動の地域移行につきましては、休日部活動の段階的な移行に向け、学校及び地域

の状況、各種団体の実情把握のための取組を進めてまいります。 

 就学支援につきましては、小・中学校の就学に必要な学用品や体育実技用具、インターネット通

信費等の経費の一部を援助してまいります。 

また、高等学校等への就学を支援するため奨学金等を支給してまいります。 

 学校施設の整備につきましては、緑陽中学校内部設備改修工事や、東部小学校及び大曲小学校の

暖房機更新のための実施設計など施設・設備の改修を進めてまいります。 

 学校適正規模・適正配置の検討につきましては、児童生徒がより良い教育環境や適正な集団規模

の中で学ぶことができるよう、引き続き、審議会における議論、保護者、地域との情報共有や意見交

換等を進めてまいります。 

 なお、これまでの審議会の議論や、保護者、地域との意見交換等を踏まえ、西部地区の小・中学校

の在り方について、審議会に追加して諮問したところであり、今後、具体的な検討を進めてまいり

たいと考えているところであります。 

 学校ＩＣＴ環境の整備につきましては、学びの質の向上と校務の効率化のため、小学校の校務用

コンピュータを更新するとともに、専門事業者を活用し、ＩＣＴの運用支援を行ってまいります。 

帰国・外国人児童生徒に対する教育支援につきましては、新たに日本語指導ボランティアを派遣

し、支援が必要な児童生徒に対する指導の充実を図ってまいります。 

 夜間中学「札幌市立星友館中学校」への入学者に対する支援につきましては、授業料等の学校運

営費の負担や就学援助により、様々な理由で中学校を卒業できなかった方々の教育機会の確保を図

ってまいります。次に、やさしく支え合う教育連携の推進についてであります。 

幼児教育・家庭の教育力向上への支援の充実につきましては、幼児教育と小学校教育との円滑な

接続を図るため、交流会等の機会を通じて、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校・学童クラ

ブ・子ども発達支援センター・家庭と連携した取組を進めるとともに、市ＰＴＡ連合会と連携した

家庭の教育力向上などの取組を推進してまいります。 

教育相談体制の充実につきましては、新たに、福祉に関する専門的な知見をもったスクールソー

シャルワーカーを配置するとともに、引き続き、子どもサポートセンター相談員、スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカー及び心の教室相談員を配置し、学校や関係機関と連携して、
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いじめや不登校の未然防止、早期発見・早期対応の取組、及び不登校児童生徒等を支援してまいり

ます。 

 いじめの問題につきましては、未然防止に向けて、「北広島市いじめ防止基本方針」に基づき、学

校等において学習や啓発の機会を設けるとともに、関係機関との連携を図ってまいります。 

不登校児童生徒への対応につきましては、各学校における教育相談体制の充実や小・中学校の一

体的な取組により、未然防止に努めるとともに、適応指導教室みらい塾を、学校復帰だけでなく、将

来に向けた社会的自立を支援する施設としての性格を明確化するため、教育支援センターみらい塾

と改称し、学校と連携した指導や支援、相談など、きめ細やかな対応を進めてまいります。 

地域が支える健全育成活動の充実につきましては、家庭、学校、地域、関係機関との連携を強化す

るとともに、各地区における青少年の健全育成活動を支援してまいります。 

また、インターネットやメディアの適切な利用を促進するため、教育委員会と市ＰＴＡ連合会が

協働して作成した「北広島アンビシャス４ルール」を活用し、家庭内でのメディア利用に関するル

ールづくりなど、家庭、学校、行政が連携した取組を進めてまいります。 

青少年の安全対策につきましては、「北広島市通学路交通安全プログラム」に基づき、学校、教

育委員会、道路管理者及び警察による合同点検を実施してまいります。 

 また、引き続き、専任指導員による巡回パトロールや札幌方面厚別警察署と連携した防犯教室等

を実施するとともに、家庭、学校、地域と連携した取組を進めてまいります。 

放課後子ども教室につきましては、放課後の空き教室を活用し、児童の安全・安心な居場所を提

供するとともに、学習やスポーツ・文化活動等の機会の充実を図ってまいります。 

次に、結び合い、学び合う社会教育の推進についてであります。 

人を育む社会教育の充実につきましては、地域における生涯学習の推進を図るため、各地区生涯

学習振興会や市民の主体的な学習活動を支援してまいります。 

 学び合う生涯学習機会の充実につきましては、まちづくり・地域づくりに参画する人材の育成に

向け、公民館を拠点として多様な学習機会を提供してまいります。 

また、共生社会の実現を目指し、障がい児・者の社会参加の機会となる学びや体験機会の充実に

取り組んでまいります。 

 国際感覚の豊かな人材の育成につきましては、カナダ・サスカツーン市との交流に関する普及・

啓発を行い、市民が異文化に触れる機会の提供に取り組んでまいります。 

学びと活動・活躍の循環につきましては、社会教育関係団体等の情報発信に努めるとともに、団

地地区における情報交換会など各団体や地域の交流を促進し、 学びのネットワークづくりを推進

してまいります。 

レクリエーションの森につきましては、老朽化への対応とともに、北海道ボールパークＦビレッ

ジに隣接する優位性を活かした今後のあり方について関係者等とともに検討してまいります。 

次に、スポーツ活動の推進についてであります。 
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健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進につきましては、スポーツ推進委員や市スポーツ協会、

生涯学習振興会等と連携し、各種スポーツ大会や地域におけるスポーツの機会を提供してまいりま

す。 

また、誰もが楽しめるアダプテッド・スポーツの普及や「みんなのスポーツフェスタ」などを通

し、市民のスポーツ交流の促進を図ってまいります。 

 競技スポーツへの支援につきましては、競技スポーツの振興と裾野拡大のため、市スポーツ協会

や市スポーツ少年団本部等への支援を行うとともに、スポーツアカデミー事業や各種スポーツ教室

を開催してまいります。 

また、全道、全国及び国際大会に出場する個人・団体に対して大会出場費等の助成を行ってまい

ります。 

スポーツライフの充実と環境整備につきましては、学校開放事業など身近なスポーツ環境の充実

を図るとともに、緑葉公園運動場などスポーツ施設の整備・改修等について検討してまいります。 

また、プロスポーツとの連携による各種事業を通し、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツ

が生活の一部になるよう取組を進めてまいります。 

次に、芸術文化活動の振興についてであります。 

 だれもが参加できる地域文化の振興につきましては、芸術文化の創造を担う人材の育成を進める

ため、主体的に活動に取り組む団体や、全道、全国及び国際大会に出場する青少年に対し大会出場

費等を支援してまいります。 

また、優れた芸術文化活動への顕彰を行い、その活動や成果を広く周知してまいります。 

創造と交流を生む芸術文化活動の展開につきましては、市民が芸術文化を身近に感じ、鑑賞や交

流できる機会を創出するため、市民との協働による施設運営や開館２５周年記念事業等を企画・実

施してまいります。 

次に、郷土愛を育む教育活動の推進についてであります。 

 エコミュージアムの構想の推進につきましては、市民大学ＯＢ会との連携・協働するなどし、エ

コミュージアムセンター知新の駅において、郷土の歴史や自然の魅力を伝える常設展や企画展等を

実施するとともに、国指定史跡旧島松駅逓所周辺及び東部地区のサテライトなど、各地域の遺産を

活用した事業や魅力の発信に取り組んでまいります。 

 文化財の保存と活用につきましては、国指定史跡旧島松駅逓所の大規模改修に向け、実施設計に

着手するとともに、周辺環境の整備について関係部署と連携し検討を進めてまいります。 

特別天然記念物野幌原始林につきましては、現況調査の結果に基づき、保存活用計画の策定に着

手してまいります。 

 令和５年度は、中山久蔵翁が寒地稲作に成功してから１５０年の節目の年にあたりますことから、

民間有志による実行委員会をはじめ関係機関等とも連携し、寒地稲作成功１５０周年記念事業を実

施してまいります。 
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あわせて、北海道遺産に選定された赤毛米につきましても、関係機関・団体とともにＰＲに取り

組み、引き続き保存・活用を進めてまいります。 

次に、生涯にわたる読書活動の推進についてであります。 

 図書館サービスの充実につきましては、市民からのリクエストに応え、蔵書や資料の充実を図り、

開館２５周年を迎える図書館と図書館フィールドネットのボランティアとの協働により、読書活動

事業を推進してまいります。 

 また、小学校のデジタル社会科副読本につきましては、広く市民が郷土学習の一環として閲覧・

活用できるよう、インターネット上において一般公開してまいります。 

 地域まるごと読書活動支援の充実につきましては、幼稚園や保育園等への絵本巡回事業や保育施

設等と協力した家庭への貸出し、また、大曲地区においては「まちなか司書」を小学校や保育施設等

に派遣し、読み聞かせを行うなど、子どもの読書活動を推進してまいります。 

 学校図書館との連携につきましては、児童生徒の読書活動の充実や授業支援のため、小学校にお

いては児童図書巡回事業やブックキャラバン、司書による環境整備、中学校においては司書の巡回

配置を引き続き実施してまいります。 

 次に、開かれた教育行政の推進、確かな教育行政の運営についてであります。 

 開かれた教育行政の推進につきましては、多様な媒体を利用し、広報・広聴活動を行うとともに、

各種審議会委員の公募や会議の公表等を通じ、市民と協働した教育行政を推進してまいります。 

 確かな教育行政の運営につきましては、外部有識者の知見を活用し、教育委員会の事務に関する

点検・評価を実施するとともに、その結果等を踏まえ、業務の検証と改善に努めてまいります。 

 以上、令和５年度の教育行政執行にあたっての基本方針と主要な施策について申し上げました。 

 令和５年度は、中山久蔵翁が島松沢で寒地稲作に成功して１５０年の節目の年であり、また、北

海道ボールパークＦビレッジ開業の年でもあります。 

 あらためて、先人の労苦の中から、自己の夢や目標を持ち、この先のより良い社会の創造に向け

て未来を切り拓いていくことの大切さを実感することができる年であると考えております。 

 今日、一人ひとりの多様な幸せ、ウェルビーイングの実現が求められています。ウェルビーイン

グの実現に向け、教育行政には、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、「生きる力」

を育むとともに、市民一人ひとりが健康で豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたり学び

続けられる環境を実現することが求められていると考えております。 

教育委員会としましては、取り巻く課題一つ一つに真摯に向き合い、その使命を果たすととも

に、学校、家庭、地域、企業との連携・協働により、本市の教育の充実・発展に取り組んでまいり

ます。 

また、３０㎞ロードレースなど、北海道日本ハムファイターズとのパートナー協定に基づく事業

の展開による教育の魅力の向上を図り、まちづくりの一助となるよう取り組んでまいります。 

改めまして、市議会議員の皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、令

和５年度の教育行政執行方針といたします。 
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以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第３号、令和５年度教育行政執行方針につきまして、ご質疑等ござい

ますか。 

○髙山委員 スクールソーシャルワーカーがプラス１名になるということでしょうか。 

○澤井教育支援課長 現在、教師の経験を生かして、兼務で２名配置しているのですけれども、１名の

兼務を外すことで、２名体制になるという形になります。今回兼務を外して専任ということで、福祉

の知見を持った職員を新たに配置するというような形で考えているところです。 

○髙山委員 令和４年度の表現と比較して見させてもらっているのですが、５ページで、東広島市と

の相互派遣交流という名前が復活しているので、そろそろ子どもたちを東広島に派遣するというこ

とでしょうか。映像での交流よりも、やはり実際に広島県と北海道を体験するというのは非常に大

事なことではないかなと思っていまして、そろそろそのように舵を切ると認識してよろしいのでし

ょうか。 

○下野教育総務課長 髙山委員が言われたとおり、令和４年度の実態として、修学旅行についても両

市とも県をまたいだ活動を行われているという中で、ある程度往来ができ、ウィズコロナ、アフター

コロナに入ってきていると思っております。また、最近国において、コロナについて５類に移行し、

インフルエンザと同等の形とするような見直しも検討されていることから、両市でそろそろ再開を

前提に検討していこうということで打合せをしておりますので、今回の執行方針ではこれまでと少

し表現を変えて、復活させたいという意図で書いております。 

○𠮷田教育長 今年行った給食交流も継続し、派遣交流についても予算要求しているということです。 

芸術文化ホールの開館２５周年記念事業等は何か企画しているのですか。 

○吉田教育部長 中山久蔵の寒地稲作と絡めた内容の市民ミュージカルを検討しており、市の一般財

源のほか、文化庁などからの補助を活用しながら開催する方向で準備を進めているところです。 

○𠮷田教育長 花ホールは平成１０年にオープンし、２５年経つということで、執行方針でも、記念事

業としての文化活動の振興について強調して書いてあるということですね。 

○吉田教育部長 ちょうど寒地稲作１５０年と重なっているものですから、それも意識しております。 

○𠮷田教育長 まちなか司書のところについて、幼稚園という文言は取るのですね。 

○下野教育総務課長 幼稚園、保育園等と、保育施設等は、同じことを指しているものですから、保育

施設とまとめております。 

○𠮷田教育長 文言を整理するということですね。ブックキャラバンは、各年度３校に当たるという

ことで、令和５年度は双葉小、大曲東小、大曲小でしたか。 

○吉田教育部長 はい。 

○宮北委員 教育委員会の点検や評価というのは、毎年されたりするものなのですか。誰が実際に点

検したり評価したりするのでしょうか。 

○下野教育総務課長 毎年事務事業の評価として行っていて、教育総務課で教育施策審議会という審

議会を持っているのですが、学識経験者や学校の代表者、また芸術、文化、スポーツ分野の代表の方
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で構成されています。その方々に、我々の事務事業の成果を評価をいただいて、今後の方向について

ご示唆をいただいています。 

○𠮷田教育長 法律で事務事業の点検、評価をして公開するということになっているので、さっき申

し上げました９つの政策と２６の施策について自己評価して、その審議会でもまた評価してもらい、

公開することで、見える化をしながら事業の透明性を上げているということで、令和５年度も引き

続き行っていきます。 

○下野教育総務課長 昨年１１月の教育委員会会議でお示しした点検、評価の冊子がその資料にあた

ります。 

○𠮷田教育長 この審議、評価によって事務事業を廃止したり、あるいは改善するというような流れ

となっています。 

そのほか、全体を通して何かございませんか。このあと気になる点などございましたら、下野課

長の方におっしゃっていただければと思います。受付可能期間はいつぐらいまででしょうか。 

○下野教育総務課長 この後、この内容を市全体の庁議という場でお諮りをして、市としてこういう

ような方針でいくというのを決めましたら、今度それをもって議会で報告するという手続きがあり

ますので、来週月曜日ぐらいまでいただけると助かります。 

○𠮷田教育長 市長部局で手続きをしてから公開するので、来週のはじめぐらいまでは修正は可能と

いうことですので、何か気になることあれば教えていただければと思います。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第３号、令和５年度教育行政執行方針につきまして、

原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第３号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第４号 令和５年度北広島市学校教育の推進方針について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第４号、令和５年度北広島市学校教育の推進方針につきまして、事務

局から説明をお願いいたします。 

○花田学校教育課長 議案第４号、令和５年度北広島市学校教育の推進方針についてでありますが、

別冊２のとおり決定したいので、北広島市教育委員会事務委任等規則第２条第２号の規定に基づき、

教育委員会の議決を求めるものであります。 

学校教育の推進方針は、平成２０年度から本市が独自に毎年、策定しているものであり、教育基

本計画・推進計画に基づき、学校教育の領域における「教育の理念」や「実践方策」などを定めるも

のであります。 
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各学校ではこの推進方針により、令和５年度の学校経営や地域連携などを実践していくこととな

るものであります。 

令和５年度北広島市学校教育の推進方針（案）につきましては、昨年の１０月から１１月にかけ

て、学校と児童生徒を対象に実施した指標アンケートの分析結果等も踏まえ、校長会や教頭会の代

表者等で構成する推進方針検討委員会の協議を経て作成したものであります。 

まず、令和４年度を総括する指標アンケート結果について説明します。 

指標アンケートは、学校対象、児童生徒対象となっております。学校、児童生徒アンケートも項目

によって差はありますが、全体的に昨年以上の数値を示しています。市内各学校とも、推進方針を

しっかり受け止めた教育活動を進めていることの表れです。 

それでは、学校対象アンケートをご覧ください。今年度、評価を３段階ＡＢＣから４段階ＡＢＣ

Ｄとしました。これは、全国学力状況調査に準ずるアンケートにしたため、評価も同様にしたから

です。よって、各項目、目標指標値に達していない項目Ｂを加えると、ほぼ１００％の達成率となっ

ています。 

１、２ページは、指標１教育課程です。内容は、「教育課程におけるＲＰＤＣＡを確立しているか」

「近隣の小中学校と教育課程の接続を図っているか」です。両項目とも、しっかり取り組みが進め

られています。 

２～８ページは、授業改善です。内容は授業における「話し合い、表現する学習活動」「習得・活

用及び探究の学習過程」「課題設定、振り返り」が取り入れられているかです。どの項目も数値は高

く、コロナ禍にあっても主体的・対話的で深い学びの実現に向けた日々の授業改善が順調に進めら

れています。 

８ページは、道徳です。道徳教育推進教師を中心とした授業づくりがしっかり取り組まれていま

す。 

９ページは、特別支援教育です。やや中学校の達成度は低くなっていますが、評価Ｂの背景には、

支援を要する子の増加、一人一人の子どもにさらに的確な支援をしたいといった意識の表れととら

えています。 

１１～１３ページは、ＩＣＴ活用です。内容は、「授業におけるＩＣＴの使用頻度」「教師のＩＣＴ

活用研修」です。使用頻度は昨年の５０％から１００％となり、活用の幅も広がっています。ＩＣＴ

研修機会も、石教研、広教研を中心として充実しています。 

１４～１７ページは、キャリア教育、生徒指導です。キャリア教育では、北広島独自の夢ノートの

有効活用が図られています。次年度より、その活用が小学校１年から中学校３年まで拡大するので、

さらに保護者・地域への啓発も進められると考えます。生徒指導は、いじめ・不登校の未然防止、不

登校児童生徒への継続的な支援ですが、各学校とも、いじめ、不登校の未然防止、継続的な支援は、

組織的、計画的にしっかり進められていますが、残念ながら、本市における不登校の実数は、減少傾

向にはありません。全教職員の危機意識をさらに高め現状を踏まえた対策の見直しと一人ひとりの

児童生徒に対する継続的で丁寧な取組が必要と考えます。 
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１８ページは、協働、コミュニティスクールです。いまだ続くコロナ禍のハンデがある中、市内各

中学校区、各学校とも令和 5 年度完全実施に向け、着々と準備が進められています。 

２０～２１ページは、資質向上に関し、「小中合同研修」「研究会参加」についてです。 

小中一貫教育が進む本市、この小中合同研修の実施率は、全国、全道は５０％に満たない状況に

ある中、非常に高い数値を示しています。乗り入れ授業、合同授業等が、普段の授業に定着していま

す。研究会参加は、やや低い達成率となっていますが、これは先生方のなかなか思うように参加で

きないジレンマ、リモート研修への不満等によるものです。 

２２～２４ページは今日的課題です。小学校外国語教育、プログラミング教育としています。や

や達成度は低い数値を示していますが、小中連携した外国語教育はしっかり実践されていますし、

プログラミング教育も年間指導計画に位置付けられた実践が確実に行われています。Ｂ評価の要因

は、その実践の内容、深まりについての向上心の表れととらえています。 

次は、児童生徒アンケートをご覧ください。児童生徒アンケートも学校アンケート同様、全国学

習状況調査に準ずるアンケートの項目に一新しています。 

１ページは、主体的な学習、話し合い活動です。小中とも授業における主体的な学習、話し合い活

動が児童生徒にしっかり意識されています。日々の授業改善の成果です。 

２ページは道徳教育、ＩＣＴ活用です。道徳は小中とも目標に達し、道徳の授業における話し合

い活動はしっかり定着しています。ＩＣＴ活用も「ＩＣＴ活用の日常化」が進んでいます。ただ、市

内平均は達成しているものの、やや学校によって温度差があります。例えば、このＩＣＴ活用でも、

学校ごとに見ると、小３校、中１校は、「月１回使用程度」ととらえている子が２０％近くもいます

し、「ほぼ毎日」使用についても他校と大きな差が見られます。 

３ページにもＩＣＴ活用があります。これはＩＣＴの活用内容「意見交換」「調べ学習」です。こ

の項目も非常に高い数値を示しています。同じく３ページは、「夢ノートにて将来の夢、目標を持つ」

ですが、小中とも全国の数値以上となっています。 

４ページは、「いじめ」「スマホＰＣ使用の約束」です。目標値９０％には達していませんが、小中

とも全国以上の数値を示しています。いじめは許さない意識も高まってきています。 

最後の５ページのゲームの時間、家庭学習の時間は、残念ながら目標値に達せず、全国、全道と比

べても低い数値を示しています。全国学力学習状況調査の「スマホ・ゲームの時間」のアンケート項

目についても、全国、全道より高い数値を示しており、やはり、ゲームの時間の多さが家庭学習の時

間の少なさに連動していると言えます。また、学校毎に見ると、ゲーム時間が 4時間以上の学校（小

1 中 1）、家庭学習において市内中学校で「まるっきりしない」が１０％と危機的状況にあるといっ

ても過言ではありません。この対策については、令和５年度北広島市学校教育推進方針案の中でふ

れます。 

それでは、令和４年度 北広島市学校教育の推進方針案をご覧ください。 

１ページ、「はじめに」をご覧ください。教育長から、市内各学校、先生方へのメッセージが綴ら

れています。「IＣＴ活用等により個別最適な学びと協働的な学びを往還すること」「小中一貫教育の
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可能性をさらに広げること」「コミュニティスクール市内導入完了、家庭・地域の協働を進めること」

等の願いが込められています。 

２ページは、令和３年度より施行された北広島市教育振興基本計画の内容から、めざす都市像、

人間像について、今年度と変更はありません。 

３ページは、北広島市にゆかりのある３人の先人の精神を礎として、はげむ、いだく、いどむのキ

ーワードについての説明を記載しています。「挑む」の中に、令和５年寒冷地稲作成功１５０周年を

追記しました。 

４ページは、教育施策との関わりです。政策１、政策２、政策３が学校教育の推進方針と深く関わ

っていることを示しています。 

５ページは、令和５年度北広島市学校教育推進方針の全体図であります。 

６ページは、北広島市の教育理念、めざす人間像、教育ビジョン、めざす子ども像です。 

７、８ページには、学校教育における推進政策を政策１、２、３ごとに、教育振興基本計画の基本

方向の項目にそって、記述しています。政策１のトップは、「小中一貫教育」、政策２のトップは「コ

ミュニティスクール」、北広島市の目指す教育の方向性が示されています。 

次は、学校教育の重点です。令和５年度、学校教育の重点を「小中一貫教育の漸進」としました。

「漸進」とは、少しずつ改良を加えて進歩する、少しずつレベルアップするという意味があります。

「涵養」を経て、漸進へ、その確実な進歩は、子どもたちの大きな育ちにつながります。 

９ページ、令和５年度の実践目標は、「中学校区ごとの教育計画のさらなる実践と、個別最適な学

びと協働的な学びの往還」としました。中学校区の教育計画の実践をさらに進め、一人ひとりの子

どもたちのために、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を往還して取り組みます。往還とは、行

き来すること。 

こちらは、ある時は個別中心に、またある時には協働中心、そしてまたある時には個別・協働一体

して、と子どもたちの実情に合わせて、子どもたちの学びを充実させます。実践目標を具体化させ

るための手立ては、この後の１０の実践課題に全てに関わることとして、「健やかな学びを保障する 

新しい教育様式の実践」と「マネジメントサイクル（Ｒ‐ＰＤＣＡ）による学校経営の推進」としま

した。 

１０ページからは、この重点、実践目標に向かうために１０項目の具体的手立てを定めました。

この１０項目が、学校における令和５年度の具体的な教育実践目標となります。 

１つ目は教育課程、「９年間を見通した系統的な教育課程の実践・検証を継続する」です。今年度

も、全教科の重点項目の設定・指導・強化に努め、子どもたちの深い学びのために、９年間を見通し

た系統的な教育課程の実践・検証を継続します。 

１１ページの２つ目は授業改革です。石狩教育局の推進重点、授業改善をさらに進めた授業改革

を受け、「主体的・対話的で深い学びの視点による授業改革、学力・学習を支える基盤づくりを進め

る」としました。今年度も学力を支える基盤となる、「聞く」「話す」「書く」「読む」の態度・姿勢を

日々の授業の中で鍛え、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改革にて、「育成すべき資質・
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能力」をすべての子ども達に身につけさせます。 

１２ページの３つ目は、「道徳教育推進教師を中心に道徳科の充実を図る」です。道徳教育推進教

師を中心として、校内体制づくり、指導の充実、評価の改善、指導につなげる振り返りを進めます。

授業では、児童生徒自らが自分自身の問題として捉えさせ、考え、話し合う指導の工夫を進めます。 

１３ページの４つ目は、特別支援教育「校内教育委支援委員会を充実させ、適切な指導及び必要

な支援を組織的、計画的に行う」です。多様化、増加傾向にある市内各学校の特別支援を要する子ど

もたちのために、きめ細やかな対応、教職員全員による対応が必要です。そのために校内支援委員

会を充実させ、一人一人に応じた適切な指導及び必要な支援を行います。 

１４ページの５つ目は、ＩＣＴ活用です。「一人一台端末等、ＩＣＴ機器の積極的な活用により、

わかる授業を構築し、より主体的な学びを進める」です。ただ授業の中でＩＣＴ機器を使用すれば

いいというわけではなく、「ＩＣＴ機器を活用し、わかりやすい授業をする」「子どもたちが主体的

に機器を活用できる」ことが大切です。次年度もＩＣＴ活用推進委員を中心とした研修、タブレッ

トを活用した授業は、「北広島市学校ＩＣＴ活用推進計画」のもと進め、さらに、文科省ＣＢＴシス

テム（ＭＥＸＣＢＴ）や道教委のＩＣＴ活用ポータルサイト等の利用により、活用の巾を広げます。 

１５ページの６点目は、大志学（キャリア教育）～「きたひろ夢ノートの活用を進め、キャリア形

成のための大志学を実践する」としました。令和５年度は、平成２８年度から使用してきた「きたひ

ろ夢ノート」を改訂し、低学年用（小１～小４）と高学年用（小５～中３）の分冊にして、使用学年

を小１～中３の全学年に広げます。広教研にて実践・検証を進め、活用、指導等の充実を図り、保護

者・地域へ更なる啓発も進めます。 

１６ページの７つ目は、生徒指導です。子どもたちの命と心を守り、いじめ、不登校の未然防止を

徹底します。不登校が増加傾向にある現状を踏まえると、未然防止はもちろんのこと、初期の対応、

不登校が継続している児童生徒への対応にも配慮していきます。教育相談や「ＳＯＳの出し方に関

する教育」も進め、市教委、学校、関係機関一体となって、日々、組織的、計画的に子どもたちの命

と心を守ります。 

１７ページの８点目は、協働です。現在、学校・家庭・地域が教育の当事者として学校運営や子ど

もたちの教育活動に積極的に、主体的に参画することが求められています。本市も令和５年度、コ

ミュニティスクールが全市小中学校に導入されます。 

学校の取組は進んでいるものの、なかなかアンケート結果が伴ってこない家庭学習の時間やスマ

ホやゲームの時間の約束等が市では大きな課題になっています。コミュニティスクール全市導入の

この年、この実態を改善する「習慣づくり、環境づくり」について、学校・家庭・地域が一緒に考え、

つながり、進める協働活動の一歩として、全中学校区で取り組みます。 

１８ページの９点目は、資質向上です。小中一貫教育の機動力となる中学校区での合同研修と授

業交流により、教員個々の職能の向上を図ります。この成果の発表の機会として、令和５年度は大

曲中学校区が授業スタンダードを活用した、ねばり強く学び合う子どもたちの育成を目指した研究

会を発表します。 
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１９ページの１０点目は、今日的課題です。これまでこの項目は「小学校外国語、プログラミング

教育」でした。令和５年度より「ＥＳＤに取り組み、ＳＤＧｓの実現を目指す」とします。これは北

海道教育推進計画（2023～2023）に準じた形で、これまで説明した実践への具体的手立てにおいて、

関連するＳＤＧｓの目標を明記しています。道の推進計画の指標の一つに、「全ての学校において 

ＳＤＧｓ・ＥＳＤに関する学習、体験活動を行う」とあり、今後、道内各学校が実践を問われる指標

です。  

２０ページ以降は、実践への具体的手立てと達成目標ですが、先ほどご説明いたしました１０の

指標について、今年度の学校対象アンケート、児童生徒対象アンケートをもとに、達成目標を示し

ているところであります。 

一部を除き、全ての項目を全国学力・学習調査の児童生徒質問紙、学校質問紙と連動しています。

達成目標は、今年度の達成度よりレベルアップさせている項目があります。 

以上で、令和５年度北広島市学校教育の推進方針（案）についての説明を終わります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第４号、令和５年度北広島市学校教育の推進方針につきまして、ご質

疑等ございますか。 

○成田委員 児童生徒アンケートなのですけれども、２ページのＩＣＴ機器をどの程度使用しました

かという設問で、学校間の格差が結構大きいなと思いました。ＩＣＴ機器を使ったからといって学

力が上がるということではないとは思うのですけれども、今の子どもたちの授業などを見ていると

本当によく使用されていて、とても感心することが多かったのですが、このように学校によって差

があるというのは、学校の問題なのか、授業のつくり方という先生個人の問題なのか、中学校区の問

題なのかというところで、どのような形で教育委員会として取組をしているでしょうか。学校任せ

なのでしょうか。 

○下野教育総務課長 まず、このアンケート自体が自己評価という側面があるので、この内容がその

まま実態を表しているというわけではないのかなと思っております。ただ、成田委員が言われるよ

うに、特に小学校でいうと、大曲小、双葉小で月１回以上というところが多くなっています。特に小

学校だと担任制なので、その担任の先生が、自分は使わないとなってしまうと、そのクラスの子はほ

とんど使わないまま育ってしまうということについて非常に危機感を持っています。市の方で学校

ＩＣＴ活用推進計画というものを作り、少なくとも全員が同じことができるようにボトムアップで

取り組むということで学校と一緒に行っていますので、まず各学校においてはこの結果をきちんと

受け止めて、しっかり活用していくということ、また、どうしてもＩＣＴ機器が苦手な先生もいらっ

しゃると思いますが、そういった先生についてもしっかり校内研修などをやっていただいて、特定

の先生に習った児童生徒は全然ＩＣＴ機器を使わないということがないようにしていただきたいと

考えています。 

○𠮷田教育長 活用してはいるものの、使い足りないから、「やっていない」につけたということもあ

るかもしれません。そういう意味では、自己評価なので、数字がイコール活用されていないとなって

いるかどうかは別にしても、子どもたちがＩＣＴ機器活用に対して物足りなさを感じているという
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ことが分かったということです。活用推進計画は何年間でしたでしょうか。 

○下野教育総務課長 ５年間です。 

○𠮷田教育長 このアプリをみんなで使ってみよう、この操作をしてみようという細かい到達目標を

作って、学期ごとに確認しているのでしたか。 

○下野教育総務課長 学期ごとに点検をして、取りまとめた結果についてもフィードバックすること

としています。 

○𠮷田教育長 先生方には、積極的に活用し、目標達成できるように取り組んでほしい、また、校内で

研修も行ってほしいと伝えているのですが、子どもたちの所感として、活用しきれていないという

ところもあるということです。 

○成田委員 学校それぞれで、担任の先生による差などもあると思うですけれども、学校としてこの

学年はこういうことをしましょうという目標みたいなものは示しているということですか。 

○下野教育総務課長 明確に提示しているところもありますし、正直そうではないところもあります。

ただ、各学校で、ＧＩＧＡスクールが始まったときに、校務分掌で学校ＩＣＴ活用推進委員という分

掌を作ってもらい、その先生を中心に市のＩＣＴ活用推進計画、学校における推進方針に基づいて

全校を挙げて行いましょうと伝えています。その中で、昨年の夏にアンケートを行ったのですけれ

ども、人事異動がある関係で、そもそもその計画を知らないという人も一定数いたものですから、毎

年度はじめに、こういう計画があって、こういう目的があってということをもう一回しっかり確認

をしてほしいという話をしていかないと、定着していかないのかなと思っています。 

○吉田教育部長 本来、今言ったように同じような形で指導、助言はしているので、ある程度のばらつ

きはなく、同じような形になるべきではないかという想定の下アンケートを行いましたが、このよ

うな結果になってしまっているので、これからこの結果をどのように検証して、どこに課題があり、

どうやって解決していくのかということについて考えていかなければならないと思っています。 

○𠮷田教育長 子どもたち自身の実感が少し見えてきたので、これによる先生方の意識改革と、実際

に子どもたちがＩＣＴ機器を活用する場面が必ずあるのかを点検していく必要がありますので、分

析していきたいということです。教育委員の皆様方も、今後活用されている状況について折々見に

行っていただけたらと思います。 

○髙山委員 先生方によるアンケートも、児童生徒によるアンケートも学校ごとにそれぞれいろいろ

特色が出ているなと思ったのですが、先生方の方のアンケートは、教頭先生や担当の先生などがお

一人で回答をしていらっしゃると受け取って良いですか。それとも、それぞれ学年の中で、会議、研

修の際に出された意見を集約したものなのでしょうか。各校それぞれでいろいろなやり方なのかも

しれませんが、それらのアンケートを見た感想として、先生方は今コロナで大変なのだなと思いま

した。コロナ禍において欠席や学級閉鎖など、全員がそろわない中で、ここまではきちんと底上げし

なければならないというベースがあった中で、さらにその先の目標までいけるのかどうか。回答の

端々に、とても時間が厳しいという回答が出ていて、確かにそうだったと思いますし、今もそうなの

でないかなという思いでいます。さらに、そのような中で、教科ごとのブロックのグループなどで研
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究を行うなどといった活動もあり、それぞれの先生方の悩みがこのアンケートににじみ出てきてい

て、先生方はとても厳しい状況の中で、目標に到達しようと思って一生懸命に進んでいらっしゃる

というのをひしひしと感じたところです。だからといって手を抜いてよいということではなく、や

らなければならないことについて、このアンケートを受けてどのように新たな推進方針に生かして

いくかというところは大事なところなのかなと思いました。コロナによる課題がまだ解決しない中

で、なかなか難しいのですけれども、そういった部分も見た中である程度の具体的な方向性を示し

てあげるのも一助かなと思いました。 

○𠮷田教育長 アンケートの中から、学校の先生方の大変さを感じてもらったという感想と、出てき

たデータを次の推進方針にどう生かすかということが大事だというご指摘でありました。冒頭で、

誰が回答しているのか、どのようにして回答をもらっているのかという質問があったと思うので、

回答をお願いします。 

○花田学校教育課長 基本的に教頭先生が書いていますが、学校によってはそれぞれの設問に対する

担当の先生に下ろした形になっているものもあると思います。 

○𠮷田教育長 ということは、学校の中でどうやって集計したかはいろいろあるということですね。 

○花田学校教育課長 はい。 

○𠮷田教育長 最終的には、教頭先生が集約して報告してくるのですか。 

○花田学校教育課長 はい。最終的には学校として一つのものとしてまとめた結果を提出していただ

いています。別冊資料の中を見ると、青と赤で書かれている部分があるのですけれども、赤は肯定的

な意見で、青は課題があるというような中身で色分けしています。青い箇所を見ると、担当の先生の

意見なのかなというものが見受けられる部分がございますので、実際の現場の意見として捉えた上

で、今後解消に向けた取組が必要だということで考えています。 

○後藤教育部理事 小中一貫に関わる設問内容もあるので、中学校区の中で、基準についての打合せ

を管理職の間でしてもらい、その一定の基準の中で自分の学校はどうだったかということで答えて

いただいているというところもあります。 

○石上委員 先生方のアンケートの中で私が気になったのは、特別支援のところで達成度が低いとい

うところです。特別支援の児童生徒数の増加が見られるということでありますが、特別支援を必要

とする生徒が増えているということは、指導者が不足するということなのかなと思ったのですが、

それを補充できるような計画はあるのでしょうか。また、ＩＣＴで、文科省のＣＢＴシステム、ＭＥ

ＸＣＢＴの利用を進めるということは、これからまた新しいものが入ってくるということで、先生

方も使いやすく、将来性があるものかということが気になりました。 

○花田学校教育課長 特別支援の生徒が徐々に増えてきているということになりますと、そのクラス

の人数が増えますので、それに応じて教員の配置も、何名を超えたら１人追加という形で教員が加

配される状況になります。 

○石上委員 普通学級よりも加配される率が高いということですか。 

○花田学校教育課長 はい。 
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○石上委員 特別支援学級の生徒が増えるというのは、それだけ生徒に合わせて手厚く支援できると

いうことなので、良いことだと思うのです。指導者も増やせるということであれば良い傾向かと思

います。 

○𠮷田教育長 知的、情緒、肢体不自由、弱視など、幾つか障害の区分があるのですけれども、例えば

情緒の領域のお子さんが７名以上認定されたら先生が２人など、何名以上になると先生も何人など

の規定があって、生徒が１人でもいたら先生も１人は来るのですけれども、確か７名のところで追

加の基準があって、６名までだと１人で全員見なければいけないのです。学校職員でチームとして

対応しますけれども、担当となる職員としてはそのような基準となっています。制度の狭間なども

あるのですが、北広島市としては介助員も配置しながら対応していますので、チーム力で対応して

もらいながら、何とか加配いただいて個別の指導に力を入れていただいてもおります。 

  また、特別支援学級ではなく、通常学級に支援の必要なお子さんもいて、特別支援学級に行く方が

良いという就学指導があった人でも、本人や保護者の希望で通常学級に行く場合もあります。その

場合も、知的、情緒、肢体不自由など区分は様々で、担任の先生一人ではなかなか対応に苦慮するこ

ともあるので、何とか複数の支援員を学校に入れるなどして、人数が足りるか足りないかという議

論はあるのですけれども、そのようなところの人的配置は配慮していかなければならないなと思っ

ています。先般の文部科学省の調査で、通常学級に支援の必要な子がいる割合は、１０年前は約６．

５％と言われたのですけれども、直近のデータでは８．８％と言われていまして、やはり支援の必要

なお子さんが通常学級に相当数いる状況となっています。１割まではいっていないですけれども、

通常学級の先生方も支援のことを理解して子どもたちを受け入れられるよう、後押ししてあげられ

るような研修などが今後ますます求められるという現状にあります。 

○澤井教育支援課長 今教育長のほうから、１０年ぶりに文部科学省で調査した結果で通常学級で支

援が必要なお子さんが８．６％いるというようなお話があったのですけれども、これは特別な支援

を必要とする子どもの数が増えたということも一つの理由としてあるかもしれませんが、もう一つ

の理由として、学習障がいなどについて、教員、保護者、そして子どもたちにも理解が深まったこと

挙げられるかと思います。子どもの特性に合わせた教育が必要だという理解が深まった結果、この

ような数値になっているという捉え方もされておりまして、一人一人の特性に応じた教育がますま

す必要になって、充実を図っていく必要があるという検討結果になっています。 

○𠮷田教育長 ＭＥＸＣＢＴについて、下野課長からお願いします。 

○下野教育総務課長 ＭＥＸＣＢＴというのは、文部科学省が立ち上げているパソコンで行うテスト

のシステムです。文部科学省の略語で、メクストとコンピューターベーステストを併せてメクビッ

トという言い方をしています。全国の学力テストであったり、北海道が行っているチャレンジテス

トなど、都道府県や政令市が作っているテストなどを集積する問題バンクになります。そちらを使

って１人１台端末で問題を配信して、そこで回答することができるようになるというものです。学

校では、次の４月の英語の学力テストについてはＣＢＴ、ＭＥＸＣＢＴを使って行うのですけれど

も、それを活用すると即時で採点されます。これまで学力テストの国からの正式な報告は１２月ぐ
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らいだったのですが、それまでの間、学校では紙で受験したものを自己採点して、その結果に基づい

て、どう授業改善しようかということを検討するのですけれども、その採点業務に係る手間が軽減

され、すぐに採点されて、その結果をすぐに出せるという良さがあります。また、先生がテストを作

って出すというときに、全国の地方自治体が作ったテストを使うことができますので、良質な問題

を活用できます。北海道にいながら、例えば東京都や千葉県などが作った問題を使うことで自分た

ちの問題のレベルアップにもつながりますし、問題を作る負担も減っていきます。また、ＭＥＸＣＢ

Ｔで配信もできるので、コロナなどで臨時休校になってしまったときに、過去に実践している学校

もあるのですけれども、グーグルクラスルームを通してＭＥＸＣＢＴで配信し、今日は自宅でこの

問題をやってみてくださいということもできますので、子どもたちの学びを止めないことができる

ほか、来年度に受験を控えた子が、中学３年の少し難しい問題をやってみるなど、いろいろなことが

できる可能性があります。使い勝手を今後どんどん良くしていく段階だと思うのですけれども、将

来的な可能性の広がる仕組みだとは思っています。ＭＥＸＣＢＴに接続するためには、学習ｅポー

タルというサイトに接続できるようにしなければいけないのですけれども、すでに、教育委員会で、

全て接続して使える状況としており、１月１３日には緑陽中学校で校内研修を開いていただいて、

操作の勉強会も行いました。 

○𠮷田教育長 今大きく３つほどメリットをお話いただき、全国学力調査で使って採点が早くできる、

問題バンクで全国の自治体等で作った問題が共有できて引き出せる、先生方が全国の問題を使うこ

とで、テストの作成負担などが減ってくるということで、まだ他にも効用があるかもしれないです

けれども、来春の英語の学力テストで一度全国的に行ってみるので、そこに向けて学校では研修を

してもらって、接続がうまくできるかなどを確認してもらっているということです。これからＭＥ

ＸＣＢＴをはじめとした、ＩＣＴ化が進んでいきますので、それに対応しなければならないと考え

ています。 

○石上委員 ちなみに、その仕組みを文科省から出しているということは、そのシステムについては

無料で利用できるということですか。 

○下野教育総務課長 はい。 

○𠮷田教育長 仲介のポータルのところではお金がかかるのでしょうか。 

○下野教育総務課長 ポータルのところも今無償で接続をしていますので、費用はかかっていません。 

○𠮷田教育長 有料のものもあるのですか。 

○下野教育総務課長 有料のものもあるのですけれども、ほとんどは無償で使用できます。 

○𠮷田教育長 無償でないと、市町村によって差が出てきてしまうことになりますよね。 

○吉田教育部長 実際にスタートすると、いろいろ課題がまた出てくるのかもしれないので、そのと

きは随時対応できるようにしたいと思います。 

○𠮷田教育長 タブレットが普及したので、そのようなところでも変化が出てきているのですね。 

○宮北委員 「きたひろ夢ノート」という、とても特徴ある取組を行っていると思うのですけれど

も、小学校と中学校のアンケートを見ると、夢ノートなどを通して将来の夢や目標を持っています
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かという設問に対して、西部小では当てはまらないという回答はなかったのですが、西の里小でち

ょっと広がっていて、また、中学校になると、だんだん広がってきているのが気になりました。ノ

ートに自分の夢や目標について書いて、学校の先生にそれに対してコメントをもらって、徐々に具

体的に自分の目標を持てたり、そういう将来のためのノートだと思うのですけれども、今回改訂す

ると伺ったので、今後は当てはまらないと感じられる部分を改善して、将来の夢に向かっていける

ようなノートとなったらいいなと感じました。 

○後藤教育部理事 今、改訂作業を進めていまして、宮北委員がおっしゃっていただいたように、自分

の成長と足跡を記録し、それが次への意欲につながるような構成になるようことを重視して作成し

ております。今後９年間使うことになりますので、それぞれの学年に合わせて、子どもたちが記録し

やすい構成となるよう取り組んでいるところなので、今よりもさらに子どもたちにとっては使い勝

手が良く、かつ自分にとって自信につながるようなノートになっていくのではないかと、私たちも

期待しているところであります。 

○𠮷田教育長 例えば小学校１年生だったら、何々を頑張りたいということから始まって、中学校２

年生、３年生ぐらいになったら職業を意識する子がいたり、もうちょっと広い視野でこういう社会

をつくりたいという目標を作るかもしれません。発達段階に応じて描く中見が変わってくるので、

記録しながら、自分の変化や成長が感じられるものとなるかと思います。また、９年間使用すること

を考えると、冊子の状態や使い勝手もありますので、分冊にして切れ目を作るようにしてあります。

これまで、西の里小学校が１、２、３年生の分を独自で作っていて、それを市内全校に広げようかと

いうところで、今回は９年間を見通したつくりにしようと先生方が考えてくれました。発行するの

は教育委員会ですけれども、先生方が実行委員会をつくって、そこで検討して原案を作っていただ

いていますので、そういう先生方のアイディアも生かした改訂となっています。 

  今回の推進方針は、ＳＤＧｓにもつながっていることを示しています。学校をはじめ、これから世

界的にもＳＤＧｓの方向性が求められるので、北海道の教育基本計画でもＳＤＧｓを念頭に置いて

いろんな取組してくださいと言われています。それも考慮して、今回資料の上部に対応する目標を

並べて、学校でも意識して取組んでいただこうという作りとなっている点で、少し昨年と変わって

います。 

○髙山委員 ＳＤＧｓの目標の部分の絵柄で、大きいものと小さいもので分かれているのは、何か意

味合いがあるのでしょうか。 

○花田学校教育課長 メインの項目となるものを大きくし、関連するものについては少し小さく表示

させていただいています。ＳＤＧｓの４番の「質の高い教育をみんなに」がメインになってきますの

で、大きく示されているのではないかと思います。 

○𠮷田教育長 裏表紙を見ていただくと、これらのマークが散りばめられていて、項目によって大き

いのは特にリンクされているものと見ていただければ良いかと思います。これを見ると、人権、福祉

と環境、平和と国際理解、大志というものが関連することわかるよう、配置されています。 

全体のアンケート等のご指摘も踏まえて、また部分修正することもあるかもしれませんけれども、 
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そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第４号、令和５年度北広島市学校教育の推進方針に

つきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第４号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第５号 北広島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

○議案第６号 北広島市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について 

○議案第７号 北広島市適応指導教室設置及び運営に関する要綱の一部を改正する 

要綱について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第５号、北広島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

について、議案第６号、北広島市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について、及び、議

案第７号、北広島市適応指導教室設置及び運営に関する要綱の一部を改正する要綱につきましては、

組織機構の改編に係る関連議案になりますので、事務局から一括して説明を求めることとし、議決

につきましては、議案ごとに採決したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○澤井教育支援課長 議案第５号、北広島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につい

て、議案第６号、北広島市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について、及び、議案第７

号、北広島市適応指導教室設置及び運営に関する要綱の一部を改正する要綱について、一括して提

案させていただきます。 

このたびの改正は、「適応指導教室」の呼称について、「教育支援センター」に変更したいので、北

広島市教育委員会事務委任等規則第２条第３号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるもので

あります。 

不登校対策及び支援につきましては、令和４年６月１０日付けの文部科学省の通知におきまして、

様々な対策及び支援の具体例が示されるとともに、従来使用していた「適応指導教室」の呼称につ

いて、不登校児童生徒や保護者にとって抵抗感を減らし親しみやすいものにするため、「教育支援セ

ンター」など、各地域で工夫された名称にするなどの検討を行うよう通知されているところであり

ます。 

本市におきましては、不登校児童生徒の支援が、学校復帰だけを目的とするのではなく、一人ひ

とりの将来に向けた社会的自立を支援するものであることを踏まえ、通所している子ども達への指

導だけでなく、通所できない子ども達への相談活動を通じた社会的自立を支援する施設として明確
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にすることとし、令和５年４月１日から、「北広島市適応指導教室「みらい塾」」の呼称を「北広島市

教育支援センター「みらい塾」」に変更するため、規則及び訓令及び要綱の一部を別紙のとおり改正

するものであります。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第５号から第７号につきまして、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、議案ごとにお諮りいたします。はじめに、議案第５号、北広島市教育委員会

事務局組織規則の一部を改正する規則につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第５号につきましては、原案のとおり決することとします。 

○𠮷田教育長 次に、議案第６号、北広島市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令につきま

して、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第６号につきましては、原案のとおり決することとします。 

○𠮷田教育長 次に、議案第７号、北広島市適応指導教室設置及び運営に関する要綱の一部を改正す

る要綱につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第７号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第８号 北広島市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第８号、北広島市立学校管理規則の一部を改正する規則につきまし

て、事務局から説明をお願いいたします。 

○花田学校教育課長 議案第８号、北広島市立学校管理規則の一部を改正する規則についてでありま

すが、別紙のとおり学校管理規則の一部を改正したいので、北広島市教育委員会事務委任等規則第

２条第３号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるものであります。 

このたびの改正についてでありますが、教諭等並びに事務職員の標準的な職務内容の規定、学年

始休業日の改正、及び、１年単位の変形労働時間制の導入について、所要の改正を行うものであり

ます。 

  議案書２０ページをご覧ください。 

まず始めに、教諭等及び事務職員の標準的な職務内容の規定についてでありますが、中段の第６

条の６になります。教諭等及び事務職員それぞれの職務内容及びその例を明確化することによって、

教諭等にあっては、その専門性を発揮して本来の職務に集中できるような環境を、事務職員にあっ

ては他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、学校組織における唯一の総務・財務等に通ずる
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専門職として、校務運営への参画を一層拡大し、より主体的・積極的に参画できるような環境を整

備することを目的とし、新たに規定するものであります。なお、教諭等及び事務職員それぞれの具

体的な職務内容につきましては、後ほど議案第９号及び議案第１０号で提案をさせていただきます。 

次に、学年始業日の改正についてでありますが、同ページの第１９条になります。学年始休業日

につきまして、これまで４月１日から５日以内となっていたことから、各学校において、入学式及

び始業式を４月６日に実施していたところでありますが、期間を１日拡大することで、入学式及び

始業式を４月７日に実施することを可能とし、これにより、新年度における教職員の準備期間を確

保するものであります。 

次に、１年単位の変形労働時間制の導入についてでありますが、同ページ下段の第２８条からと

なります。このたびの改正は、働き方改革を総合的に進めるための選択肢の一つとして、夏休みや

冬休みの長期休業期間等において休日を集中して確保できるようにすることを目的として所要の整

備を行うものであります。 

長期休業期間等において休日を集中して確保することで、教師のリフレッシュの時間等を確保し、

ひいては児童生徒等に対して効果的な教育活動を行うことに資するとともに、教職の魅力向上に資

することにより意欲と能力のある人材が教師を目指すことにつながることが期待されるものであり

ます。 

１年単位の変形労働時間制につきましては、概要の資料を添付させていただきましたので、そち

らで説明をさせていただきます。 

「１年単位の変形労働時間制の概要」の資料をご覧願います。 

本制度の目的につきましては、「教育職員の休息の時間等の確保」「児童生徒等に対する効果的な

教育活動の実施」、「教育職員の職としての魅力の向上」に資するため、長期休業期間等において休

日を集中して確保することで、意欲と能力のある人材が教育職員として任用され、学校教育の水準

の維持向上を図ることを目的として規則の整備を図るものであります。 

対象期間につきましては、長期休業期間等を含め、１か月を超え１年以内の期間とします。 

対象者につきましては、時間外在校等時間が、「前年度において上限時間の範囲内である者」、「当

該年度において上限時間の範囲内になると見込まれる者」、この２つの条件を満たす教育職員となり

まして、この上限時間が、「制度適用前では、月に４５時間、年間で３６０時間」、「制度適用後には、

月に４２時間、年間で３２０時間以内」を満たすものとなります。その他としましては、この制度

は、学校単位ではなく、個人単位で制度を適用できるものとしています。 

また、本制度の趣旨から、長期休業期間等に「勤務を割り振らない日」が２日以上連続して設定さ

れなければならないとしています。 

また、対象期間内において、平均して１週間当たりの正規の勤務時間が３８時間４５分になるよ

うにしなければなりません。 

最後に、臨時又は緊急にやむを得ない場合を除き､職員会議､研修その他参加を要する業務につい

ては､通常の勤務時間内において行うこととされています｡ 
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右側の制度適用例についてになりますが、上が適用前の状況で、通常の１週あたりの勤務時間が

３８時間４５分で統一されています。 

これが、制度を適用すると、下段のように、夏季休業中の８月の２日から４日に「勤務を割り振ら

ない日」を連続して３日設定し、その分を、ほかの４月、６月、１０月、１１月の繁忙期に勤務を割

り振った内容で、４～１１月の対象期間の１週間当たりの正規の勤務時間の平均が３８時間４５分

になるよう変形労働時間として設定しています。 

このような内容で変形労働時間制を活用できるよう整備するものであります。 

 なお、この規則は、令和５年４月１日から施行するものであり、１年単位の変形労働時間制の勤

務時間の割振りについては令和５年３月１日から施行するものであります。 

 以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第８号、北広島市立学校管理規則の一部を改正する規則につきまして、

ご質疑等ございますか。 

○髙山委員 対象者については個人単位でというお話がありましたが、学校の中でその制度が適用さ

れる職員がいる、いないと、それぞれ対応が分かれてしまうと非常に煩雑だなという思いがあるの

ですけれども、その辺りはどうなっているのでしょうか。 

○花田学校教育課長 今回このように規則を整備することによって、学校の中でも、そのような形で

手を挙げる人、挙げない人というのは出てくることが想定されますけれども、実際のところ、先行し

て導入している道立高校では、規則が整備されてはいるものの、個人的に使うと言っている方は、ほ

ぼいない状況のようです。ただ、こういうのが活用できる仕組みということで今回は整備させてい

ただくことになっています。 

○𠮷田教育長 使えるか、使えないかといったら使えますので、前年度に基準以内の働き方をした人

が対象になり、その人が今度手を挙げて使う、使わないと判断するということなので、校長先生が勤

務の割り振りするときに、そういう個別の対応が必要となると、少し大変になることは想定されま

す。ただ、これは働き方改革の一環として国が制度化し、夏休みや冬休みを、繁忙期と余裕のあると

ころに散らばせて、年間で平均すれば良いというような仕組みを作ってきたのです。それを北海道

は条例化して、制度として持っているので、道立高校が対象となっているのです。それに対し、市町

村はなくても良いのかということになるので、制度として位置づけたいということです。実際の運

用はどうなるかというのは、今課長が言ったように、対象者がいれば個別にやらざるを得ないけれ

ども、実際に運用する事例は今のところあまりないとのことです。では、何のために作るのかという

話になるのですけれども、制度としてあることによって、将来的には多くの方がその制度を使える

ようになれば、労働時間、時間外在校等時間が下がることにつながるということです。 

○髙山委員 忙しい時期は、たくさん働いていただいて、そうではないときにそれをマイナスにする、

そういう月があるのは非常に良いことであると思います。幼稚園でも実はこういうシステムを採用

しているところもありますが、採用している幼稚園では幼稚園単位でやっているケースが多いので、

個人単位というのは今初めて聞きました。実際には個々でもそういうケースがあるため、法として
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も定められているということなのですね。 

○𠮷田教育長 上限時間を下回っている人でないと制度を使えないことから、労務管理が個別になる

可能性があるので、ちょっと煩雑になります。大変ではありますが、仕組みとして持っていないわけ

にいかないということです。ちなみに、石狩管内の各市町村全部、令和５年４月１日からこの制度を

整備し、異動された場合でも、市町村によって差がないようにされます。 

○石上委員 令和５年から入学式が４月７日にすることもできるとされている下に、夏季休業日、略

と書いてあるのですけれども、その分を夏季休業日に充てるということですか。 

○花田学校教育課長 こちらが略となっているのは、もともと本文には記載されているものなのです

けれども、今回の改正には関係のない内容で、長くなってしまうので、省略していますという意味合

いです。（４）だけが変わりますという意味になります。 

○石上委員 では、この１日、春休みが増えるということですよね。 

○𠮷田教育長 以内となっているので、増やすことが可能ということですね。 

○石上委員 その分はどうするのですか。 

○下野教育総務課長 年間の授業時数、特に教科については学年で教科ごとに何時間行う必要がある

と定められていますので、学年始まりの休業、夏休み、冬休み、あと３月の春休みの分の休みの日

数、トータルで授業時数をこなせるように組んでいきます。今年度でいえば、４月１日、２日が土日

で、１日春休みを増やそうとすればその分、年度の授業時数に影響出ますので、それをどこかで補う

工夫をしていく、もしくは補わなくても間に合うのか、それを考慮しながら、今学校の方で年間の行

事予定、日程を組んでいます。 

○石上委員 入学式について、４月６日というのはずっと何年間も固定されていましたよね。それが

４月７日になることで、保護者の方から見たときに、先生方が休みたいだけなのではないかと捉え

られるのではないかと心配です。日程が変わると、そういう声が出ないとも限らないかなと思いま

した。 

○吉田教育部長 入学式を７日に固定するわけではなく、７日にすることができるというもので、今

年でいくと１、２日が土日であり、入学式の準備期間が短いため、式を７日に設定して、準備期間を

取るができます。ただ、７日にすることによって、下野課長が言うように１日分どこか別で授業をや

らなければならないという、学校側のメリット、デメリットも出てくるので、大体は６日になるので

はないかと思います。 

○𠮷田教育長 前年のうちに、入学式を６日にするか、７日にするか、曜日を見て判断することになり

ます。入学する子どもたちには入学通知を２月ぐらいに出すので、そのときに今年の入学式の日程

についてお知らせし、２年生以上の保護者には学校だより等で、年度初めは何月何日と知らされる

こととなっています。石上委員が心配されるように、ただ学校が休みたいと思われないように、入学

される子どもたちのための準備期間が３日では足りないということ、学級編制や学年の打合せ、教

材選定や辞令交付などの行事もあり、土日も出勤して準備するということは避けたいこと、そして、

１日分の授業時数は年間の中で満たすことなど、保護者へ向けての情報はきちんと示す必要はある



- 27 - 

 

 

 

と思います。 

○石上委員 札幌市などは入学式が６日だったり７日だったりするけれども、北広島市は絶対に６日

だったので、先生方も大変だったということですね。 

○吉田教育部長 先生たちの働き方改革の一部になってくることもあり、今言われたような誤解も招

きかねないので、教育長が言われたように、保護者に向けても丁寧に説明をしてご理解いただいて、

周知していくことが大事かなと思います。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、お諮りいたします。議案第８号、北広島市立学校管理規則の一部を改正する

規則につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第８号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第９号 北広島市立学校の教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに 

教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第９号、北広島市立学校の教諭等の標準的な職務の内容及びその例

並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○花田学校教育課長 議案第９号、北広島市立学校の教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに

教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定についてでありますが、別紙のとおり制定したいので、北

広島市教育委員会事務委任等規則第２条第３号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるもので

あります。 

この要綱は、教諭等の標準的な職務等について、北広島市立学校管理規則第６条の６第１項に基

づき新たに制定するものであります。 

主な内容につきましては、別表第１のとおりでありまして、主として学校の教育活動に関するこ

とと、管理運営に関することに分け、職務の内容を明確にしたものであります。 

  なお、この要綱は、令和５年４月１日から施行するものであります。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第９号、北広島市立学校の教諭等の標準的な職務の内容及びその例並

びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定につきまして、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、お諮りいたします。議案第９号、北広島市立学校の教諭等の標準的な職務の

内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する要綱の制定につきまして、原案のとおり決して

よろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第９号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第１０号 北広島市立学校の事務職員の職務の内容及びその例並びに 

事務職員の職務の遂行に関する要綱の制定について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第１０号、北広島市立学校の事務職員の職務の内容及びその例並び

に事務職員の職務の遂行に関する要綱の制定につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○花田学校教育課長 議案第１０号、北広島市立学校の事務職員の職務の内容及びその例並びに事務

職員の職務の遂行に関する要綱の制定についてでありますが、別紙のとおり制定したいので、北広

島市教育委員会事務委任等規則第２条第３号の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるものであ

ります。 

この要綱は、事務職員の職務等について、北広島市立学校管理規則第６条の６第２項に基づき新

たに制定するものであります。 

主な内容につきましては、別表第１にあります事務職員が専門性を活かし、主としてつかさどる

職務と、別表２にあります他の教職員との適切な業務の連携及び分担を前提としつつ事務職員が担

当することが望ましい職務について定めるものであります。 

なお、この要綱は、令和５年４月１日から施行するものであります。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第１０号、北広島市立学校の事務職員の職務の内容及びその例並びに

事務職員の職務の遂行に関する要綱の制定につきまして、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それでは、お諮りいたします。議案第１０号、北広島市立学校の事務職員の職務の内容

及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱の制定につきまして、原案のとおり決してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第１０号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第１１号 北広島市立学校適正配置等審議会への諮問について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第１１号、北広島市立学校適正配置等審議会への諮問につきまして、

事務局から説明をお願いいたします。 

○下野教育総務課長 議案第１１号、北広島市立学校適正配置等審議会への諮問についてであります
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が、別紙のとおり北広島市立学校適正配置等審議会へ諮問したいので、北広島市立学校適正配置等

審議会条例第２条の規定に基づき、教育委員会の議決を求めるものであります。 

このたびの諮問は、保護者や地域との意見交換等の内容、また、第３回審議会において、市内５地

区ごとに中学校区を設定するとの結論がでたことを踏まえ、審議会に対し、西部地区の小・中学校

の在り方について、調査審議をいただくものであります。 

なお、すでに諮問しているものにつきましては、全市的な観点から調査審議を頂くものに対し、

今回の諮問は西部地区の個別具体の内容になりますことから、それぞれ独立したものとして取り扱

い、答申につきましても、それぞれ頂く予定としているところであります。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第１１号、北広島市立学校適正配置等審議会への諮問につきまして、

ご質疑等ございますか。 

○髙山委員 現委員さんが全体の諮問部分と今回の西部部分と重複して議論をするということでしょ

うか。それとも別個に会議を設置して、一つの中身について検討するという形で考えているのでし

ょうか。 

○下野教育総務課長 審議会につきましては、今開催している審議会と同じ審議会で一緒に議論して

いくこととしています。調査審議事項の１点目について、まず５地区に小中学校を残すということ

となり、西部地区についても小中学校は必ず１校あるということとなります。今、小中一貫教育の更

なる推進ということで、北広島市の小中一貫教育をどのようにして、さらによくしていくかという

ことを議論いただいています。この中で義務教育学校という結論になるのか、小中一貫併設型にな

るのか、いろいろな結論が出てきますので、それが西部地区に適用されていくことを考えて、並行し

て議論をしていくということになっております。昨年開催した第３回審議会でも、義務教育学校が

望ましいのではないかという意見も出てきておりますので、こういったことを踏まえて今回改めて

追加で諮問させていただくということです。 

○𠮷田教育長 そのほか何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第１１号、北広島市立学校適正配置等審議会への諮

問につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第１１号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第１２号 市議会定例会提出議案について【一部非公表部分あり】 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第１２号、市議会定例会提出議案につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 
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○下野教育総務課長 議案第１２号、市議会定例会提出議案についてでありますが、令和５年第１回

定例会に令和４年度一般会計補正予算を提出することについて、市長から意見を求められましたの

で、北広島市教育委員会事務委任等規則第２条第６号の規定により、教育委員会の議決を求めるも

のであります。 

まず始めに、３４ページ、歳出補正予算についてでありますが、教育総務費、教育振興経費の積立

金についてでありますが、学校教育振興基金積立金として、令和４年１月から１２月までにふるさ

と納税のあった４,７５６万１千円を積立するため増額補正するものであります。 

次に、小学校費、学校管理経費、小学校感染対策事業及び中学校費、学校管理経費、中学校感染対

策事業についてでありますが、新型コロナウイルス感染症対策のための消耗品費を購入するため、

小学校分として、５４０万円、中学校分として、３８２万６千円を、各学校の教室における換気に係

る整備を行うため、小学校分として、５４０万円、中学校分として、３８２万４千円をそれぞれ増額

補正するものであります。 

次に、中学校費、学校管理費、緑陽中学校内部設備改修事業についてでありますが、国の令和４年

度第２次補正予算を活用し、緑陽中学校の内部設備改修工事を前倒し実施するため、委託料として

４００万円、工事請負費として２億３３４万６千円を増額補正するものであります。 

次に、社会教育費、社会教育経費、積立金についてでありますが、生涯学習振興基金積立金とし

て、令和４年１月から令和５年１月までに寄附及びふるさと納税のあった７０４万９千円を増額補

正するものであります。 

次に、社会教育費、青少年健全育成費、夜間中学校費用負担事業についてでありますが、本年度中

に、札幌市の夜間中学校への通学者が１名増加したことから、当該通学者に係る費用負担として、

６万１千円を増額補正するものであり、歳出補正予算の合計は、２億８,０４６万７千円となるもの

であります。 

次に、３３ページ、歳入補正予算についてでありますが、新型コロナウイルス感染症対策事業に

係る歳入予算として、国庫支出金、教育費国庫補助金、学校保健特別対策事業費補助金として、小学

校費補助金として５４０万円を、中学校費補助金として３８２万５千円をそれぞれ増額補正するも

のであります。 

次に、緑陽中学校内部設備改修事業に係る歳入予算として、国庫支出金、教育費国庫補助金、緑陽

中学校内部設備改修事業補助金として２,９５３万１千円、市債、教育債として、１億７,７４０円

を増額補正するものであります。 

 次に、教育費寄附金として、学校教育振興金寄附金として、令和４年４月から１２月までのふる

さと納税４,３８５万３千円を増額補正するものであります。 

同じく、生涯学習振興基金寄附金として、令和４年８月に日本ハム株式会社様外１団体様から  

１７９万４,１６３万円を、１２月に小山内悦子様から１０万円を、令和４年４月から１２月までの

ふるさと納税４８３万４千円の計６７２万９千円を増額補正するものであり、歳入補正予算の合計

は、２億５,７５１万３千円となるものであります。 
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  次に、３５ページ、繰越明許についてでありますが、西の里小学校防音機能復旧事業についてであ

りますが、世界的な半導体不足から、暖房機の操作盤を構成する部品の納期が遅れ、年度内に工事が

完了しないことから、歳入及び歳出予算を全額翌年度に繰り越すものであります。 

なお、この補正予算の内容につきましては、現在、要求レベルであり、今後、理事者の査定を経て

最終確定となりますので、ご了承をお願いいたします。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第１２号、市議会定例会提出議案につきまして、ご質疑等ございます

か。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第１２号、市議会定例会提出議案につきまして、原案

のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第１２号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第１３号 教育用財産の用途廃止について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第１３号、教育用財産の用途廃止につきまして、事務局から説明をお

願いいたします。 

○下野教育総務課長 議案第１３号、教育用財産の用途廃止についてでありますが、北の台小学校、

大曲小学校及び大曲中学校、緑ヶ丘小学校の管理者住宅及び同敷地について、所期の目的を達した

ことから用途を廃止したく、教育委員会の議決を求めるものであります。 

管理者住宅につきましては、令和３年３月に策定した「北広島市教職員住宅の在り方に関する基

本方針」において、「教育用財産として活用の見込みがないものについては、別途、庁内において市

有財産としての在り方を検討する」としておりましたが、その後、提案しています物件について庁

内の関係課で構成された公共施設等マネジメント検討チームに付託し、議論した結果、令和３年１

１月２３日に、いずれも「積極的に処分するもの」に区分されたところであります。 

その後、今年度、隣接する土地との境界や支障物の確認、隣接地の地権者への説明等を行い、次年

度以降の売却処分の目途がたったことから、このたび教育用財産としての用途の廃止を行い、普通

財産とするものとであります。 

なお、緑ヶ丘小学校の管理者住宅及び同敷地につきましては、子育て支援部に移管することとし

ているところであります。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第１３号、教育用財産の用途廃止につきまして、ご質疑等ございます

か。 
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（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第１３号、教育用財産の用途廃止につきまして、原案

のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第１３号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

○議案第１４号 北広島市特定ホテル建築規制審議会委員の推薦について 

 

○𠮷田教育長 続きまして、議案第１４号、北広島市特定ホテル建築規制審議会委員の推薦につきま

して、事務局から説明をお願いいたします。 

○下野教育総務課長 議案第１４号、北広島市特定ホテル建築規制審議会委員の推薦についてであり

ますが、北広島市特定ホテル建築規制条例施行規則第１４条第２項の規定に基づき、議案書３８ぺ

ージのとおり、北広島市長より北広島市特定ホテル建築規制審議会委員の推薦依頼があったことか

ら、成田委員を審議会委員として推薦することについて、教育委員会の議決を求めるものでありま

す。 

以上が提案の内容であります。 

○𠮷田教育長 ただいまの議案第１４号、北広島市特定ホテル建築規制審議会委員の推薦につきまし

て、ご質疑等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 それではお諮りいたします。議案第１４号、北広島市特定ホテル建築規制審議会委員

の推薦につきまして、原案のとおり決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○𠮷田教育長 議案第１４号につきましては、原案のとおり決することとします。 

 

 

◎日程第５ その他 

 

○𠮷田教育長 日程第５、その他につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○後藤教育部理事 事務局から、次回の教育委員会の日程についてお諮りいたします。  

次回第２回教育委員会会議についてでありますが、２月６日（月）、時間は１５時００分から市役

所３階会議室で開催させていただきたいと思います。 

以上であります。 

○𠮷田教育長 次回は、２月６日（月）、時間は１５時から市役所３階会議室で開催ということで皆さ

まよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 

 

◎閉会宣言 

 

○𠮷田教育長 以上で第１回教育委員会会議に付議された議事は全て終了いたしましたので、これに

て閉会いたします。本日はご苦労さまでした。 

 

 

１７時４０分 閉会 

 

以上、会議を記録し、正確を期するためにここに署名する。 

   

   

教 育 長  

   

   

署 名 委 員  

 

 


